
 

Ｑ５ 同⼀建物利⽤者の設定と反映の⽅法                                    

■同⼀⽇に同⼀建物に居住している利⽤者へ訪問した場合、訪問看護療養費はどのように登録すればいいです
か。 

 

■Ａｎｓｗｅｒ 
同⼀建物居住者をあらかじめ設定しておくことで、同⼀建物居住者に対する算定を訪問看護療養費に反映させる
ことができます。 
 
（１）同⼀建物居住者の設定 

（ａ）メニュー【医療保険請求】→【同⼀建物居住者変換】画面で[同⼀建物居住者設定]ボタンを 
クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[同⼀建物居住者設定]を 
クリックします。 

Point︕ 
訪問看護療養費画面と療養費⼀括作成画面からも起動できます。 
 



                           〜 次ページへ続く 〜 
（ｂ）【同⼀建物居住者設定】画面で、利⽤者が居住している建物を登録します。 

[編集]ボタンをクリック後、左側の「建物⼀覧」の[⾏追加]ボタンをクリックし、建物名を⼊⼒します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｃ）「建物⼀覧」から「建物名」を選択し、右側の「居住者⼀覧」の[⾏追加]ボタンをクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           〜 次ページへ続く 〜 

② [⾏追加]をクリックします。 

③ 建物名を⼊⼒します。 

[⾏追加]をクリックします。 

「建物名」を選択します。 

① [編集]をクリックします。 



（ｄ）【利⽤者検索】画面が表⽰されますので、選択した建物に居住している利⽤者にチェックを⼊れて、 
[選択]ボタンをクリックします。複数の利⽤者を選択することも可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｅ）【同⼀建物居住者設定】画面に戻りますので、「居住期間」の開始⽇を⼊⼒し、[登録]ボタンの 
クリックで登録してください。 
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「居住期間」の開始⽇を 
⼊⼒します。 

居住者を選択します。 
複数の利⽤者を選択可能です。 

[登録]ボタンをクリックします。 

[選択]ボタンをクリックします。 



（２）同⼀建物居住者の療養費⼀括変換 
 
 
 
 
 

（ａ）メニュー【医療保険請求】→【同⼀建物居住者変換】画面で、「サービス提供年⽉」を指定し、 
[抽出]ボタンをクリックします。 
変換する必要がある利⽤者がいる場合、[変換]ボタンがクリックできるようになりますので、 
[変換]ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           〜 次ページへ続く 〜 

Point︕ 
【同⼀建物居住者変換】画面の表⽰内容について 

[抽出]ボタンをクリックすると、登録されている訪問看護療養費の内容と同⼀建物居住者設定の内容を元
に、利⽤者の⼀覧を表⽰します。 
算定要件に合致しない実績が登録されている利⽤者には、「変換対象」列に   が表⽰されます。 
また、変換対象の訪問看護療養費の項目が赤字で表⽰され、矢印カーソルを合わせると算定するべき訪問
看護療養費の項目が表⽰されます。 

Point︕ 
全員分の訪問看護療養費の登録が完了していることを確認してから、操作してください。 
訪問看護療養費の登録が完了していないと正しく反映させることができません。 
 

[抽出]ボタンをクリックします。 

[変換]ボタンをクリックします。 

変換が必要な利⽤者には、 
「︕」が表⽰されます。 

変換が必要な療養費の項目が 
赤字で表⽰されます。 

赤字にカーソルを合わせると、療養
費の内容が表⽰されます。 



（ｂ）確認画面が表⽰されますので、内容を確認後、チェックを⼊れて[OK]ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｃ）「同⼀建物居住者変換結果」が表⽰されますので、結果を確認してください。 
 ▶をクリックすると変換結果の詳細を確認できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           〜 次ページへ続く 〜 
  

チェックをつけます。 

[OK]ボタンをクリックします。 

▶をクリックすると詳細内容が表⽰されます。 



（３）補⾜︓同⼀建物居住者に対する訪問看護療養費の算定要件について (R2/4) 
 

（ａ）訪問看護基本療養費（精神科を含む） 
 [要件定義] 

同⼀建物居住者に係る人数については、同⼀⽇に訪問看護基本療養費を算定する利⽤者数と精神
科訪問看護基本療養費を算定する利⽤者数とを合算した人数とすること。 

  
訪問看護基本療養は、同⼀⽇に訪問した⼀般・精神の利⽤者を合算して同⼀建物居住者の人数が
決定します。 

 
（ｂ）難病等複数回訪問加算 

[要件定義] 
難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算(1 ⽇あたりの回数の区分が同じ場合に限る)の
それぞれを合算した人数に応じて、同⼀建物居住者に係る区分とすること。 

 
１⽇の訪問回数が同じ回数(２回あるいは３回)の⼀般・精神の利⽤者を合算して同⼀建物居住者の
人数を決定します。 

 
                           〜 次ページへ続く 〜 



（ｃ）複数名訪問看護加算 
[要件定義] 
複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算(訪問する職種及び 1 ⽇あたりの回数の区分が
同じ場合に限る)を同⼀⽇に算定する利⽤者の人数に応じて、算定する。 

 
「同⾏した職種」と「１⽇当たりの回数」が同じ訪問を実施した⼀般・精神の利⽤者を合算して同⼀建物居
住者の人数を決定します。 
また「訪問する職種」については以下の職種区分に基づき判断を⾏います。 
イ︓看護師等（准看護師を除く）、 ロ︓准看護師、 ハ︓看護補助者 

 


